令和７年度　赤十字幼児安全法指導員養成講習開催要領


１　開催目的　　　　赤十字の理念と使命を理解し、日本赤十字社岐阜県支部の講習普及に尽力できる十分な知識と技術をもった指導力のある実働的な指導員の養成を図ることを目的とする。
２　主　　催　　　　日本赤十字社岐阜県支部
〒５００－８６０１　岐阜市茜部中島２－９
　　　　　　　　　　　　TEL ０５８－２７２－３５６１（代）／FAX ０５８－２７４－６９３８
３　講　　師　　　　日本赤十字社幼児安全法講師　
４　受講資格　　　　次のすべての資格を満たし、赤十字幼児安全法指導者としての適正を有する者であって、指導員資格取得後は、日本赤十字社岐阜県支部の講習普及事業に協力できる者。
（１）満１８歳以上の者
（２）救急法基礎講習修了者及び幼児安全法支援員の資格を有する者（資格の有効期間内にある者）
（３）説明会・事前研修会、養成講習、新任指導員研修会の全日程出席できる者
５　受講定員　　　　２０名
６　開催日時　　 　 （１）説明会・事前研修会　　　　
令和７年１０月３日（金）１０時～１６時
（２）養成講習　　　　　　　　　
令和７年１０月４日（土）、１１月９日（日）、１０日（月）、２２日（土）、２３日（日）　　９時～１７時　
（３）新任指導員研修会
令和８年１月２３日（金）、２４日（土）１０時～１７時
７　会　　場　　　　日本赤十字社岐阜県支部 ２階大会議室
〒５００－８６０１　岐阜市茜部中島２－９　
TEL ０５８－２７２－３５６１（代）
８　日 　 程 　　 　別紙「日程表」の予定
９　受講料及び教材費　　　無　料
１０　申 込 先　　　　日本赤十字社岐阜県支部
１１　申込方法　　　　別紙申込書に必要事項記入し、ＦＡＸまたは郵送にて申し込みください。
１２　申込締切　 　　 令和７年９月１６日（火）（ただし、定員になり次第締め切ります。)
１３　問い合わせ先　　日本赤十字社岐阜県支部
　　　　　　　　　　　TEL ０５８－２７２－３５６１　事業推進課　米盛・清水
